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問　天理警察署☎ 0743-62-0110生活安全ニュース

問　防災課安全防災係☎ 34‒2059
Vol.37

今やろう！ 防災アクション防災アクション

■�9月 11日は「警察相談の日」
　�～警察の相談ダイヤル #9110～
　奈良県警察では、警察本
部や各警察署に「ナポくん
相談コーナー」を設置して、
専任の相談員が「犯罪など
による被害の未然防止に関
する相談や、皆さんの安全
と平穏に係る相談」を電話
や面接、ファックスなどで
受け付け、問題の解決に向けたアドバイスを行っ
ています。
警察本部県民サービス課
◦ プッシュ回線での相談　#9110
◦ ダイヤル回線での相談　☎ 0742-23-1108
◦ファックスでの相談　　 FAX 0742-24-0874
天理警察署　☎ 0743-62-0110
※ 緊急を要する事件・事故などについては、110

番通報をしてください。

■�秋の交通安全県民運動
　�｜令和 4年 9月 21日㈬～ 30日㈮までの 10日間｜

運動の重点
◦ 子供と高齢者を始めと

する歩行者の安全確保
◦ 夕暮れ時と夜間の歩行

者事故などの防止と飲
酒運転の根絶

◦ 自転車の交通ルール順守の徹底

　交通安全県民運動実施期間中は、交通事故多発地域
に対する重点的な交通指導取り締まりや交通安全施設
の点検を実施するなどして、交通事故防止活動を強化
いたします。
公式YouTube チャンネルの活用を
　奈良県警察公式 YouTube チャン
ネルに交通安全教室などの動画が多
く公開されています。動画の積極的
な活用をお願いします。

地震に備える　
～室内の安全対策～

◦ 押し入れやクローゼットなどに集中的に収納し、
家具の数を減らす。

◦ 家具に転倒防止の処置をし、ドアや避難経路をふ
さがないようにレイアウトを工夫する。

◦ 部屋の出入り口や廊下には倒れやすい家具類を置
かないようにする。

◦ 寝室や出入口近くで家具の固定ができないときは、
転倒方向が寝る位置と重ならないように置き、倒
れても出入口をふさがないようにする。

◦ 高い場所に物を置かず、不安定な場所（絨
じゅうたん

毯や畳
の上など）に倒れやすい背の高い家具は置かない
ようにする。

　近年の地震による負傷者の 30 ～ 50％は、家具類の
転倒・落下・移動が原因です。室内の安全対策には、部
屋に物を置かないことが最も重要です。
　また、家具類がストーブに転倒・落下・移動すると、
火災などの二次災害を引き起こす危険があります。発火
のおそれがある家電も転倒・落下・移動防止対策が必要
です。

室内の安全対策



　田原本町公式インスタグラムの 6・7 月の投稿か
ら、広報担当者イチ押しの写真を紹介します。

町公式インスタグラムPick��UP

　人、モノ、風景、イベントなど
を「#たわらもと fun」をつけて
投稿しています。
　右の QR コード
からフォローをお
願いします。しきのみちはせがわ展

望公園で発見！こんな
ところに楼閣が！？

今、SNS で話題の「太
古の太鼓」

暑くなったら涼しい木陰
で休憩！外出時はこまめ
な水分補給と休憩を
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　商品やサービスに関する相談
日時　毎週火・金曜日
        （祝日、年末年始を除く）
　　　午前 10 時～午後 3 時
担当　消費生活相談員
相談方法　面談・電話
問　☎ 32-2901（内線 174）

消費生活相談

□
定期購入が条件になっていませ
んか？

「初回特別価格」「〇ヵ月コース」「定期コース」などと表示
されている場合は、特に注意しましょう。

□
（定期購入が条件の場合）
継続期間や購入回数が決められ
ていませんか？

「〇回をお受け取り後に解約できます」「〇回のお受け取り
が条件になっています」などと表示されている場合はよく
確認しましょう。

□
支払うことになる総額はいくら
ですか？

各回の分量や 2 回目以降の代金は、初回と異なるケースが
あります。

□
解約の際の連絡手段を確認しま
したか？

解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合
は、電話がつながらないことやメッセージアプリの操作が
うまくできないこともあります。

□
「解約・返品できるか」「解約・
返品できる場合の条件」を確認
しましたか？

特に「次回商品発送の〇日前までに連絡をすれば解約でき
る」などと、解約の申し出に期限がある場合や解約時に違
約金などの支払いが必要な場合があるので、解約条件の詳
細を確認しましょう。

□
利用規約の内容を確認しました
か？

不明点があれば販売業者に問い合わせましょう。

□
「最終確認画面」をスクリーン
ショットで保存しましたか？

契約を取り消す際の証拠になります。

～「最終確認画面」のチェックリスト～�　申込前に確認しましょう！

不安に思ったり、トラブルが生じた場合は、消費者ホットライン“188”に相談してください。


